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　2014 年 12 月 17日付けで貴庁から公表された資料「コーポレートガバナンス・コードの基本的

な考え方（案）」につきまして、次のとおり意見を提出させていただきます。

　（案）の【基本原則４】は取締役会等の責務は、戦略的方向付け（原則４－１）と経営陣幹部に

よるリスクテイクを支える環境整備（原則４－２）、そして経営陣・取締役の監督（原則４－３）

としています。本コードは、我が国の実効的なコーポレートガバナンスを実現する原則（プリンシ

プル）として広く海外の投資家に注目をされることになります。その際には「OECDコーポレート

ガバナンス原則」から「UKコーポレートガバナンス・コード」にいたる、ガバナンスの枠組みに

よる取締役会の経営陣に対する有効な監視、それを、独立した非業務執行の取締役（Independent 

Non-executive Directors：INED）を活用して経営陣・執行者（Management/Executive）を監督

（Monitor/Supervise）させるという文脈を我が国の原則を定めるコードから外すことはできないと

思います。

　しかしながら、（案）における【原則４－６．経営の監督と執行】は「上場会社は、取締役会に

よる執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用について検討すべきであ

る。」と述べるにとどまり、【原則４－７．独立社外取締役の役割・責務】、【４－８．独立取締役の

有効な活用】、および【４－９．独立取締役の独立性判断基準及び資質】では独立社外取締役が業

務執行取締役（Executive Director）なのか非業務執行取締役（Non-executive Director）なのか、

経営執行を行う（Managing）のか監督を行う（Supervisory）のかを明確にしていません。公開さ

れた 2014 年 11 月 25日の有識者会議議事録における事務局によるご説明では、４－６は「いき

なり４－７で独立社外取締役について議論をする前に、ワンクッション、いわゆる橋渡しとなるよ

うな規定」であり、「経営の監督と執行の関係について」の記載であると解説されています。

　独立社外取締役を経営の執行から分離できれば、経営陣や業務執行（社内）取締役の執行に対す

る実効性のより高い監督が可能になります。原則４－７、４－８、４－９の「独立社外取締役」を

「独立非業務執行取締役」と変更することが理想ですが、少なくとも原則４－６は、「検討すべきで

ある。」にとどまらない「方針を開示すべきである。」との表現に強化すべきであると考えます。

　補充原則４－１①では、取締役会と経営陣の委任範囲の開示が定められています。すぐれたガバ

ナンスを目指す企業は、コーポレートガバナンス・コードの原則の浸透とともに、取締役会への付

議事項を検討し、経営陣（Management）への委任度合を高めてスピード経営を目指し、取締役会

での独立非業務執行取締役（INED）の割合を高めることにより取締役会による監視の実効性を高め



てスピード経営を目指し、取締役会での独立非業務執行取締役（INED）の割合を高めることにより

取締役会による監視の実効性を高める方向を目指すのだと確信します。
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